
川口市私道内給水管布設替整備補助金交付要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、川口市上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が、私道内に

布設された給水管の布設替整備工事を行う者に対して予算の範囲内で補助金を交付し、

もって給水管の老朽化による出水不良及び漏水多発等を解消し、給水の安定と管網の整

備促進を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 私道 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２条第１項に規定する道路（以下「公

道」という。）以外の道路をいう。 

(2) 工事施行者 私道の所有者又は私道に接する土地若しくは建物の所有者で、当該私

道内給水管の布設替整備工事を行うものをいう。 

(3) 給水管 配水管又は配水支管から分岐して設けられた私道内の水道管をいう。 

 （補助対象事業） 

第３条 管理者は、私道内に現に布設された給水管の布設替整備工事（以下「工事」とい

う。）であって、次の各号のいずれにも該当するもの（以下「補助対象工事」という。）

を行う工事施行者に対して補助金を交付する。 

 

(1) 道路幅員が１．８メートル以上あり、かつ、道路境界が明確であること。 

(2) 支障なく工事ができるものであること。 

(3) 工事に係る給水管を使用する給水契約者が２人以上であり、かつ、当該給水管を使

用する建物が２戸以上あること。 

(4) 当該工事の施行について、工事に係る私道及び私道に接する土地並びに建物（私道

に接する公道及び工事に係る給水管が布設されない土地並びに建物を除く。）の所有者

の全員が承諾していること。 

(5) 当該私道内給水管布設替整備工事費の申請者負担割合について、工事施行者の全員

が承諾していること。 

(6) 工事に係る給水管について、布設後２０年以上経過している管が含まれていること。 

(7) 工事に係る給水管を使用する工事施行者の全員が、市税を滞納していないこと。 



(8) 工事に係る給水管を使用する工事施行者の全員が、上下水道料金を完納しているこ

と。なお、下水道未整備地域若しくは下水道未普及地域にあたっては、上水道料金のみ

完納していること。 

(9) 工事に係る私道内に複数の給水管が布設されている場合は、１本にまとめること。 

２ 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めるときは、補助金を交付す

ることができる。 

３ 補助対象工事の範囲の基準は、次のとおりとする。 

(1) 公道内の配水管から、私道内バルブまで（別図第１におけるＡ点からＢ点までをい

う。）の取出し工事は、川口市上下水道局が施工する。 

(2) 私道内バルブ下流側から終点までの給水管及び当該給水管から当該私道と接する

宅地の境界から２メートル以内に設置されるメーター（市が設置する水道メーターを

いう。以下同じ。）まで引込む管に係る工事を補助対象工事とする。ただし、メーター

の位置が私道と接する宅地の境界から２メートルを超える場合は、止水栓（乙止）まで

とする。 

(3) 出水不良等の理由から、他の管に接続するため、別図第２のように、既設の給水管

の布設替えに加えて、給水管を延長して布設せざるを得ない場合は、事前に管理者の

承認を得て、当該延長して布設する部分を含めて補助対象工事の範囲とすることがで

きる。 

(4) 別図第３のように、輻輳する私道が互いに交差又は接道する一定の区域（以下「布

設替計画区域」という。）について工事を行おうとする場合は、事前に管理者の承認を

得て、当該布設替計画区域を複数の区域に分割し、分割された各区域（以下「布設替区

域」という。）を１の補助対象工事の範囲とすることができる。この場合において、管

理者は、次のアからカまでに掲げる事項を総合的に勘案して、分割の承認の可否を決

定するものとする。 

ア 給水管の布設された時期 

イ 給水管の共有の状況 

ウ 給水管の分岐の状況 

エ 布設替えをする給水管の口径 

オ 水路等の公共用地による私道の分断の状況 

カ 管網の整備の促進に対する効果 



４ 補助対象工事に使用する給水管の材料は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める

とおりとする。この場合において、ステンレス鋼管については、川口市水道用ステンレ

ス鋼管施工要領によることとし、次の各号のいずれの場合にも、私道と接する宅地の境

界から５０センチメートル以内に止水栓（乙止）を設置することとする。 

(1) 口径５０ミリメートルまで ステンレス鋼管（波状ステンレス鋼管） 

(2) 口径７５ミリメートル以上 耐震性能を有するダクタイル鋳鉄管 

５ 補助対象工事の範囲内に係る路面の復旧に関しては、別図第４の復旧組成図のとおり

とする。 

 （補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（次条において「補助対象工事費」という。）は、

工事施行者が補助対象工事に要した工事費とする。ただし、管理者が別に定める標準工

事費の合計額を上回る場合は、標準工事費を限度とする。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象工事費の１０分の８に相当する額以内とする。 

 （工事施行者代表者の選出等） 

第６条 補助金の交付を受けようとする工事施行者は、次に掲げる事項を委任する工事施

行者代表者（以下「代表者」という。）を選出するものとする。 

(1) 補助対象工事に関する関係機関との連絡調整等 

(2) 補助金の交付に関する手続きに係る権限 

 （補助対象工事の範囲に係る事前の承認） 

第７条 第３条第３項第４号の規定による管理者の承認を得ようとする工事施行者は、様

式第Ａ号の申請書を管理者に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請書の提出は、同項の工事施行者のうちから選出された代表者（以

下「代表者」という。）が行うものとする。 

３ 第１項の申請書には、次に掲げる事項を記載した資料を添付するものとする。 

(1) 布設替計画区域を複数の布設替区域に分割する案 

(2) 前号に掲げる案に対する布設替計画区域内の工事施行者全員の同意 

(3) 第２項の規定による選出に関する布設替計画区域内の工事施行者全員の同意 

４ 管理者は、第１項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、承認の可否を

決定し、様式第Ｂ号の通知書により当該申請書を提出した代表者に通知するものとする。



この場合において、管理者は、第２項第１号に掲げる案の内容を変更したうえで承認する

ことができる。 

 （補助金交付の申請） 

第８条 代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助対象工事に着手する前に、

様式第１号の申請書兼誓約書に次に掲げる書類を添付して管理者に申請しなければなら

ない。 

(1) 当該補助対象工事に係る見積書 

(2) 工事設計書 

(3) 公図の写し（別紙１） 

(4) 平面図・縦断面図 

(5) 現場案内図 

(6) 委任状兼承諾書（別紙２） 
(7) 市税及び上下水道料金調査同意書（様式第２号） 

(8) 補助対象工事部分に係る登記事項証明書（全部事項証明書） 

（申請時点で最新の権利者が示されたもの。登記情報提供サービスにより取得した

ものを除く。） 

(9)  印鑑登録証明書 

(10) その他管理者が必要と認める書類 

 （補助金交付の可否の決定） 

第９条 管理者は、前条の申請書兼誓約書の提出を受けたときは、当該申請書兼誓約書及

びこれに添付された書類の審査並びに現場調査を行い、補助金の交付の可否を決定する。 

２ 管理者は、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をし、様式

第３号の通知書により代表者に通知するものとする。 

３ 管理者は、第１条の目的を達成するために必要と認めたときは、補助金の交付の決定

に条件を付することができる。 

４ 管理者は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、様式第４号の通知書によ

り理由を付して代表者に通知するものとする。 

 （申請の取り下げ） 

第１０条 代表者は、前条第２項に規定する通知書を受領した場合において、当該通知書

に係る補助金等の交付の決定内容、又はこれに付された条件に不服があるときは、通知



書を受領した日から１０日以内に文書をもって当該通知書に係る申請を取り下げること

ができる。 

 （工事の施行） 

第１１条 代表者は、第９条第２項に規定する通知書を受領し、工事の施行をしようとす

るときは、川口市水道事業給水条例（昭和３７年条例第３５号）を遵守し、同条例第１

０条第１項に規定する指定給水装置工事事業者に施行させなければならない。 

２ 代表者は、第９条第２項に規定する通知書を受領したときは、速やかに当該決定に係

る補助対象工事に着手し、当該補助対象工事が完了したときは、第１５条の完了検査を

受けなければならない。 

３ 管理者は、必要と認める場合には、当該補助対象工事の施行状況を確認しなければな

らない。 

 （工事変更等の申請） 

第１２条 代表者は、補助対象工事の計画の変更（管理者が定める軽微な変更に係るもの

を除く。）をしようとするとき、又は補助対象工事を中止し、若しくは廃止しようとする

ときは、事前に様式第５号の申請書を管理者に提出し、その承認を受けなければならな

い。 

２ 管理者は、前項の申請書の提出があった場合、様式第６号の通知書により交付の決定

を取り消し、又は変更することができる。 

 （遅延等の報告） 

第１３条 代表者は、補助対象工事が予定の期間内に完了しない場合、又は補助対象工事

の遂行が困難になった場合においては、速やかに管理者に報告して、その指示を受けな

ければならない。 

 （工事完了の届出） 

第１４条 代表者は、補助対象工事が完了したときは、完了した日から５日以内に様式第

７号の完了届に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。  

(1) 工事設計書（工事完了時） 

(2) 工事請負契約書又は請書の写し 

(3) 工事写真 

(4) しゅん工図 

(5) 収支決算書（様式第８号） 



(6) 工事の請求書の写し 

 （工事完了の検査） 

第１５条 管理者は、前条の完了届の提出を受けたときは、速やかに工事完了検査を行う

ものとする。 

 （是正措置） 

第１６条 管理者は、前条の完了検査の結果、工事の内容が適正でないと認めたときは、

代表者に対し、工事の手直しを命ずることができる。 

２ 第１４条の規定は、前項の規定により代表者が必要な改善を行った場合について、準

用する。 

 （補助金の確定） 

第１７条 管理者は、第１５条の完了検査の結果、工事の内容が適正であると認めたとき

は、交付すべき補助金の額を確定し、様式第９号の通知書により代表者に通知するもの

とする。 

 （補助金の交付等） 

第１８条 代表者は、第１７条の通知書を受領したときは、様式第１０号の請求書に領収

書の写しを添付して、速やかに管理者に提出しなければならない。 

２ 管理者は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに当該請求書の審査を行い、

代表者に補助金を交付するものとする。 

３ 第１項の領収書の写しを請求書に添付することが困難な場合においては、誓約書（別

紙３）を添付することにより、請求することができる。この場合においては、補助金交

付後、直ちに領収書の写しを提出しなければならない。 

 （補助金交付の取消し等） 

第１９条 管理者は、工事施行者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助

金の交付を保留し、又は補助金の交付決定を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 管理者が付した条件又は管理者の指示に従わなかったとき。 

(3) この要綱の規定に違反したとき。 

 （補助金の返還） 

第２０条 管理者は、前条の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、既

に代表者に補助金を交付しているときは、様式第１１号の返還請求書により返還を求め



るものとする。 

 （その他） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。 

 

附 則  

  この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成６年６月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成１７年７月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成２１年６月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成２２年１１月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成２５年５月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成２８年８月１日から施行する。 



附 則 

  この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  



別図第１ (第３条第３項第１号・第２号関係）
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別図第２ （第３条第３項第３号関係）
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別図第３ （第３条第３項第４号関係）
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別図第４ （第３条第５項関係）
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